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はじめに 
 

 「公の施設」の管理については、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）

で規定されていた市町村の出資法人等の団体に限定されていたが、平成 15年に地方自治法が改

正され（平成 15年 6月 13日公布、同年 9月 2日施行）、これまでの管理委託制度が廃止され、

指定管理者制度が導入されました。 

この指定管理者制度の導入により、民間事業者等の能力を活用することによって、多様化する

住民ニーズに、より効果的、効率的な対応や住民サービスの向上並びにその管理に係る経費の縮

減を図ることが期待されます。 

本市においては、制度導入当時は旧市町にて法改正により民間で受ける事業者が少ない中で、

経過措置期間内で指定管理者を選定し、その後、指定管理者と協議を重ねながら施設の管理運営

を行ってきました。 

その後、合併時に旧 1市 4町の合併協議会において、「指定管理者制度導入に係る指針」（以下

「指針」という。）を定め、その後、数回の改訂を行い現在に至っています。 

合併後は、行財政改革の中で、制度導入を推進し、導入施設を追加してきたものでありますが、

制度導入後十数年を経過し、制度の成熟と併せて、施設管理のノウハウをもった事業者も他業種

に及び、現指針では、指定管理者の選定、選定から運用に係る事務処理等において、課題が生じ

てきています。 

以上のような状況から、今回、現指針に替えて、「飯塚市指定管理者制度の運用に関するガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定し、現状の課題の解決と指定管理者制度の適

切かつ円滑な導入と運用を図るものです。 

本市の指定管理者制度の導入及び運用における基本的考え方や標準的な手続きにあっては、飯

塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 18年条例第 13号。以下「条例」

という。）及び飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 18年

規則第 20号。以下「規則」という。）の定めるもののほか、本ガイドラインによるものとします。 
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（公の施設） 

第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供す

るための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

【Ⅰ 指定管理者制度の概要】 
 

１ 公の施設とは 

 公の施設とは、住民福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設をいいます（法

第 244条第１項）。本市では文化会館、体育施設、駐車場、図書館等が公の施設に該当します。 

 一方、市庁舎等住民の利用に供しない施設は公の施設には該当しません。 

 公の施設の定義（法第 244条第１項）は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

また、「公の施設」は、 

(1) 正当な理由がない限り、住民の利用を拒むことはできない。 

(2) 住民の利用につき、不当な差別的取り扱いはできない。 

(法第 244条第 2項、第 3項)  

と規定されています。 

 

 

２ 指定管理者制度とは  

 指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を、広く民間企業や NPO等を含む法人その他の団体

（以下「団体等」という。）に委ねることを可能にした地方自治法上の制度です（法第 244条の 2）。 

 それまでの「管理委託制度」のもとでは、公の施設の管理を委託できるのは、公共団体、公共

的団体及び自治体が出資する第三セクター等に限定されていました。 

 しかし、公の施設の管理運営において、 

(1) 民間事業者も十分なサービス提供能力を備えてきていること。 

(2) 多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウ

を活用することが有効であること。 

などにより、「指定管理者制度」として制度化されたものです。 

その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に

民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」（総務

省自治行政局長通知:平成 15年 7月 17日総行行第 87号）とされています。 

 なお、指定管理者は「法人その他の団体」（法第 244条の 2第 3項）とされ、個人を指定管理者

として指定することはできません。ただし、法人格は必要ありません。 
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【指定管理者制度と管理委託制度の主な違い】 

公の施設の管理運営については、指定管理者制度が創設される以前は、地方公共団体が出資す

る法人等に委託（管理委託制度）することができましたが、その制度との主な相違点については

以下のとおりです。 

項目 指定管理者制度 管理委託制度 

法的性質 行政処分 委託契約 

指定管理者（管理受託者）に

なることができる団体 
民間事業者､ＮＰＯその他の団体 

普通地方公共団体の出資

法人､公共団体および公共

的団体のみ対象 

指定管理者（管理受託者）を

選ぶ手続 
条例 

地方自治法に定める契約

手続 

公の施設の使用許可等 
使用許可、入場制限、退去命令が

できる。 

できない(普通地方公共団

体が行う｡)。 

管理の基準および業務の範囲

の規定方法 
条例及び協定 契約 

指定管理者（管理受託者）を

決める際の議会の議決 
必要 不要 

指定管理者（管理受託者）に

管理を行わせる期間 
施設ごとに協定で規定 

施設ごとに契約で規定 

(年度更新) 

事業報告 年度ごとに事業報告書を提出 
年度ごとに業務完了届を

提出 

利用料金制度 条例で定めることにより導入可 同左 

指定管理者（管理受託者）に

よる管理に不都合がある場合

の措置 

指定の取消し､管理業務の停止命

令 

債務不履行に基づく契約

の解除等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Ⅰ 指定管理者制度の概要】 

4 

 

 

３ 指定管理者制度の基本的工程 

 

公の施設に指定管理者制度を導入する場合の基本的工程 

工程 具体的な手続き 

施設のあり方検討 ・「公の施設」として設置し続ける合理的理由の有無を検

証 

・検証の結果、「公の施設」としての合理的理由がない場

合は、廃止、譲渡等を検討 

制度導入の検討 

・「直営」（業務委託を含む）と「指定管理者制度の導入」

を施設ごとに検討 

設置条例の整備 

・条例の制定、改正について、議会へ議案提出 

公 募 
・募集要項及び仕様書作成 

・募集要項等公表、配布・説明会の開催 

・応募申請書類の受付 

選 定 

・指定管理者選定委員会にて候補者の審査・選定 

指定の議決 

・指定管理者、指定期間等について、議会へ議案提出 

協定締結 

・指定通知、告示、協定締結 

 

モニタリング開始 ・毎年度終了後、事業報告書を作成し市に提出 

（地方自治法第 244条の 2第 7項） 
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【Ⅱ 指定管理者制度導入の検討】 
 
全ての公の施設について、民間事業者等に施設の管理運営を委ねることで、住民サービスの質

的向上や施設の効果的かつ効率的な管理運営が見込まれる場合には、積極的に指定管理者制度の

導入を図ることとします。ただし、指定管理者制度のメリットが生かせないような施設について

は、市直営により管理運営を行うこととします。この場合には、既に制度導入済みの施設を市直

営による管理運営に戻すことも含まれます。 

 

 

１ 指定管理者制度を導入する場合 

 指定管理者制度の導入については、次の項目を「飯塚市指定管理者制度導入推進等委員会」（以

下「推進委員会」という。）で検討し、制度の導入の適否を判断します。 

(1)  民間事業者等に管理を行わせることで、住民ニーズにあった開館日や開館時間の拡大など

サービスの充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。 

(2)  民間事業者等が有する経営能力の活用により、行政コストの縮減が期待できる。 

(3)  利用の平等性、公平性など（守秘義務の確保等を含む。）について、行政でなければ確保で

きない明確な理由がない。 

(4)  民間事業者等が同様または類似するサービスを提供している。 

(5)  施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模を考慮して、民間事業者等の運営

が可能である。 

(6)  施設の管理運営経費を税負担（指定管理料）に依存するのではなく、利用料金等により運

営を行うことが期待できる収益的施設である。 

 

 

２ 指定管理者制度導入施設を見直す場合 

 既に指定管理者制度を導入済みの施設について、施設の設置目的の変更や社会情勢の大幅な変

動などにより、現行の管理運営形態を見直すべき事由が生じた場合は、改めて推進委員会におい

て指定管理者制度導入の適否を判断し、管理運営形態を決定します。 

 

 

３ 指定管理者制度導入に伴う条例の整備等 

（１） 指定管理者制度導入に関する手続条例 

  指定管理者制度を導入するためには､指定管理者の公募から指定に至る手続を規定した例規

の整備が必要となります。 

  本市においては、飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び飯塚市公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則を制定しています。 

 

（２）施設設置管理条例の改正 

  指定手続条例は、指定管理者制度を導入する施設を個別に定めていないことから、導入する

場合は、当該施設の設置管理条例で指定管理者による管理を行う旨を規定する必要があります。 
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（３）利用料金制の検討 

  利用料金制は、施設の使用料を、指定管理者の収入（利用料金）として収受させることがで

きるしくみです。指定管理者の経営努力を発揮しやすくすること、また、会計事務の効率化を

図ることを目的としています。 

指定管理者が施設の管理を行うために必要な経費は、次の 3つのうちいずれかの方法で賄わ

れます。 

 

① 全て利用料金で賄う。 

② 全て指定管理料で賄う。 

③ 一部を利用料金で、残りを指定管理料で賄う。 

 

利用料金制は、指定管理者のインセンティブ向上を目的として、基本的には活用すべきであ

ると考えます。ただし、利用料金制を採用するかどうかは、利用者の増減が指定管理者による

運営努力と相関関係があるか等が判断基準になります。したがって、文化施設やスポーツ施設

等の集客施設は、原則として利用料金制を採用することが求められ、一方で、火葬場等、利用

者のコントロールが困難、あるいは不可能な施設は、使用料制を採用することが考えられます。 

また、利用料金制の導入に際しては、想定外の利用者の減少や、利益が過大となった場合等

の取扱いについて募集要項等に明記しておく必要があります。 

なお、利用料金制を採用しない場合は、法第 225条の「使用料」として市が徴収し、市の歳

入となります。この場合、使用料の徴収事務を指定管理者の業務として定め、指定管理者に行

わせることもできます（法施行令第 158条第 1項）。使用料の徴収又は収納事務の委託には告示

が必要です。 

 

【利用料金制と使用料制の主な違い】 

項目 利用料金制 使用料制 

債権 
指定管理者の収入として収受さ

せるもので、私法上の債権 

市の歳入となるべき公法

上の債権 

経営努力へのインセンティブ 
指定管理者の収益に直結するた

め経営努力が働く 

市の歳入であるため直接

的に関係がない 

指定管理者の経営リスク あり なし 

料金設定 
条例で上限を定めその範囲内で

指定管理者が設定 

地方公共団体 

 

料金徴収 指定管理者 

地方公共団体 

※法施行令第 158条の規

定による委託を行えば、指

定管理者が行うことも可 

料金の収納先 指定管理者 地方公共団体 
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飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 第 5条 

(指定管理者の選定) 

(1) 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。 

(2) 事業計画が、指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。 

(3) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるもので

あること。 

(4) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が指定管理施設の性格又は目的に応じて別に定め

る基準に適合していること。 

【Ⅲ 指定管理者制度運用の基本的条件】 
 
 
１ 選定にあたっての基本的な考え方 

 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設です（法第 244

条第１項）。 

 例えば、文化施設、体育施設、福祉センター等は、住民に最も身近な施設であり、住民の意見

を反映した運営を最優先に心がけなければなりません。それゆえ、公の施設の指定管理者となる

事業者は、行政の目的を真に汲み取った管理運営が求められるものであり、それを達成しうる事

業者が選定されなくてはなりません。 

 以上を踏まえ、選定にあたっての基本的な考え方は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 公募および非公募の決定 

 指定管理者の募集に当たっては、公募を行うことを原則とします。ただし、次に定めるいずれ

かの事情がある場合は、公募を行わないことができるものとします。 

 

(1) 法人その他の団体（以下「団体」という。）と施設の関係が密接不可分にある場合、又は団体

の役割と施設の設置目的・機能が一致する場合など、その団体が管理運営を行うことにより、

安定的・効果的な施設運営が期待できる場合  

(2) 施設の特性から専門性と継続的な管理運営が必要となり、適切な指定管理者が特定の団体に

限定される場合  

(3) 地域の人材活用、団体の育成等の政策的な方針に照らして合理的な理由がある場合 

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第 117号)

の活用により一定期間施設の管理運営を行うものを指定する場合(いわゆる「PFI法」) 

 

 

３ 指定期間 

 指定管理者を指定する期間は、原則として 5 年間とします。ただし、施設の特性から専門性と
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基本的な申請資格要件 

法人その他の団体(以下「団体等」という。)で、○○○○の管理運営を継続して安定的

に実施する能力を有すると認められるものとします。ただし、次に掲げる事項のいずれか

に該当する団体等(法人格を有しない団体にあっては、その代表者。以下同じ。)は、指定

管理者の指定を受けることができません。 

 

(1) 法律行為を行う能力を有しない者 

(2) 破産者で復権を得ない者 

(3) 地方自治法第 244条の 2第 11項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日

から 2年を経過しない者 

(4) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4第 2項(同項を準用する場合

を含む。)の規定により、飯塚市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第 92条の 2、第 142条(同条

を準用する場合を含む。)又は第 180条の 5第 6項(同項を準用する場合を含む。)の

規定に抵触することとなる者を構成員とするもの 

(6) 国税及び地方税を滞納している者 

(7) 福岡県暴力団排除条例(平成 21 年 10 月 19 日福岡県条例第 59 号)に規定する暴力団

または暴力団員等を構成員とするもの。また、同条例「第四章暴力団員等に対する利

益の供与の禁止等」の規定に該当する者。 

継続的な管理運営を要する場合など特別の理由がある場合は相当期間とします。 

 

 

４ 申請資格要件 

(1)  基本的な申請資格要件 

募集にあたっては、施設の設置目的、性質等を考慮し、申請資格要件を設定します。なお、基

本的な申請資格要件は次のとおりとし、合理的な範囲で設定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地域要件 

制度の趣旨を考慮し、原則として地域要件等を限定しないこととします。ただし、関係法令と

の関係や施設の目的、性質、業務内容等によって、次の条件を満たす場合、地域要件（市内に本

社又は本社機能若しくは経営主体がある団体等とします。また、共同事業体による応募にあって

も構成員がすべて市内に本社又は本社機能若しくは経営主体がある団体等とします。）の設定がで

きるものとします。 

ア) 市内団体等に限定しても、管理運営業務を効果的に実施し、施設の設置目的を達成するこ

とが見込めること。 

イ) 市内団体等からの複数の応募が見込めること。 

   

(3) 共同事業体 

 共同事業体の構成は、管理運営業務の責任の明確化を図るため、構成員数は３者以内とし、構

成員の組合せは個人以外の団体等によるものとします。 
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(4) 市内団体等への優遇措置 

地域要件を設定しない場合においては、市内団体等への優遇措置の観点から、審査の時点で、

市内団体等には加点する方式を採用できるものとします。 

市内団体等と市外団体等(市内団体等と市外団体等の共同事業体を含む。)が競合する場合は、

市内団体に配点合計の 100 分の 5 を加点するものとします。なお、市内団体等のみで構成する共

同事業体の申請にあっては配点合計の 100 分の 5 としますが、市内団体等と市外団体等が構成す

る共同事業体の申請にあっては共同事業体協定書に示された出資比率で按分して加点するものと

します。なお、共同事業体の場合は、申請時に協定書等出資比率が分かる書類の写しの提出を求

めることとします。 

 

(5) 市内事務所要件 

 応募時において市内に事業者を有しない団体が指定管理者に指定された場合には、協定書締結

後速やかに、市内に人的及び物的設備を備えた事務所または事業所（※法人市民税における事務

所等要件を満たすこと）を置くことを要件とします。 

 

 

５ 管理運営に要する費用 

(1) 利用料金制度 

 指定管理者制度では、利用料金を自らの収入とすることが認められており、本市においても原

則として導入しているところです。 

利用料金制度は、指定管理者の自主的な経営努力を促すとともに、市や指定管理者の会計事務

の効率化を図る観点から、指定管理者が収受した施設の使用料（利用料金）を指定管理者の収入

として収受させる仕組みです。 

 

① 利用料金の設定 

  利用料金は、条例で定められた金額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ市の承認

を受けて設定することになります。 

② 利用料金制度から発生する利益 

  利用料金制度は、指定管理者に対してインセンティブを付与するもので、指定管理者の自主

的な経営努力により利益が発生したとしても、原則精算しないものとします。 

③ 利用料金の減免 

利用料金の減免については、指定管理者は市が規定している減免規定による場合以外であっ

ても、特別の理由があると認めるときは、市の承認を受けて減免することができます。 

 

(2) 指定管理料 

 指定管理者が利用料金収入､その他収入等で管理運営経費を賄うことができない施設について

は､その差額分を指定管理料として指定管理者に市が支出します。 

 施設に必要とされる管理経費を積算するとともに、指定管理者に行わせる業務内容等を十分検

討した上で設定するものとします。なお、管理経費の削減による利用者サービスの低下や指定管

理者の安定的運営（労働条件の確保等）を阻害することにないように留意し、利用料金とともに

適切に設定するものとします。 
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自主事業の承認要件 

・施設の設置目的に合致し、利用促進または利用者サービスの向上に寄与するものであること。 

・収支見込や事業の運営形態において、業務仕様書に示す指定管理者の本来業務に支障を来さな

いと認められるものであること。 

・事業実施後の指定管理者による原状回復が可能であること。 

・第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、当該事業の実施に伴う一切の責任を指定管理者が

負うものであること。 

・施設運営上の継続性に影響を与えないものであること。 

 また、既に指定管理者制度を導入している施設の更新等に伴う指定管理料については、過去３

年間の維持管理経費や利用料金等の状況を踏まえるとともに、社会情勢等を考慮した上で設定す

るものとします。 

 指定管理料については、指定管理者に対してインセンティブを付与し、指定管理者の自主的な

経営努力を促すため、原則精算しないものとします。 

 

 

６ 自主事業 

指定管理者は､①設置条例、協定書、仕様書等で定められた指定管理業務のほか、②設置目的の

範囲内において、指定管理者からの自主的な提案により施設を使用して行う事業、③設置目的の

範囲外において、施設の利便性等を高めるためなどの目的で施設を使用して行う事業を行うこと

ができます。 

 自主事業とは、このうち指定管理業務の範囲外において、指定管理者が施設を使用して行う事

業を指します。指定管理業務の範囲外となることから、その実施に当たっては、事前に市が承認

を行うこと、施設の使用に当たり指定管理者による使用許可（利用許可）手続が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 指定管理者との責任分担 

指定管理者制度は､公の施設に関する権限を指定管理者に委任して代行させるものであり、指定

管理者は施設の管理に関し、責任とリスクが伴います。このため、市と指定管理者との間でそれ

ぞれが担う責任とリスクを協定書に規定し、責任および費用負担を明確化します。 

 また、指定管理者が管理運営を行う際には、万一の事故に備え、指定管理者が損害賠償責任保

険等に加入することを仕様書等に明記します。 

 

                 

８ 第三者による実施 

指定管理者制度による施設の管理を行う場合、警備、清掃、設備等の保守点検業務や植栽の管

理などの個々の具体的な業務を第三者に再委託することは差し支えありませんが、業務を一括し

て第三者へ委託することはできません。 
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 ただし、第三者に委託する業務については、事業計画等において事前に市から承認を得たもの

とします。 

 

 

９ 情報の管理および公開 

(1)  個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）および飯塚市個人

情報保護条例（平成 18年飯塚市条例第 11号）等を遵守し、業務の実施に関して知り得た個

人情報を適正に管理するものとし、協定書においてその旨を規定します。 

 

(2)  情報の公開 

 指定管理者制度の運用については、その透明性が求められることから、指定管理者は、業

務の実施に関して飯塚市情報公開条例（平成 18年飯塚市条例第 10号）の趣旨に沿った情報

公開に対して積極的な措置を講じるものとし、協定書においてその旨を規定します。 
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【Ⅳ 指定管理者の募集】 
 
１ 公募の手続き 

 指定管理者の公募を行うにあたっては、募集要項や仕様書等を作成し、施設の設置管理条例に

定められた目的を達成するための個々の業務内容等を定めておく必要があります。それらの関係

書類は、公募を実施する施設の所管課が作成します。なお、公募を行わない場合（非公募）にお

いても、それらに準じ申請要項や仕様書等を作成します。 

 

(1) 募集要項の作成 

指定管理者の募集にあたっては、施設ごとに募集要項等を作成します。 

 募集要項は、施設の概要、資格要件、申請手続、その他の情報を提供するものであり、団体等

が応募を決める際の重要な書類となります。 

 応募団体にとって、募集要項は応募の判断や応募に必要な計画等を作成するための重要な情報

源になります。したがって、施設の業務内容及びサービス水準等に関する具体的な記載が求めら

れます。 

 以下、募集要項に記載する基本的な事項を示します。 

 

【募集要項に記載する主な事項】 

① 指定管理施設の概要 

② 申請することができる団体の資格 

③ 申請を受け付ける期間 

④ 申請に必要な書類 

⑤ 指定候補者を選定する基準 

⑥ 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

⑦ 指定管理施設の使用料又は利用に係る料金に関する事項 

⑧ 指定管理者として指定する期間 

⑨ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

(2) 仕様書の作成 

 仕様書は、団体等が応募する際に、管理運営の能力を満たしているかどうかを自ら確認するた

めの、また、団体等が提案金額を積算する時の基礎資料とするための要求水準（サービスの基準）

を明示した書類です。 

 仕様書の作成に関しては、施設の効果的かつ効率的な管理運営、利用者サービスの向上の観点

や各施設の性質を十分考慮し作成します。 

 

(3) 指定管理料基準額の設計 

 指定管理料基準額の設計については、仕様書を基に人件費、管理費及び運営費に分類し、過去

３年間の状況を分析、精査し上限額を定めるものとします。利用料金制度を導入している場合は、

過去３年間の利用収入額を分析、精査し算出した額を差し引いた額を上限額とします。 
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(4) 選定基準の作成 

選定基準については、飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条（指

定管理者の選定）に基づき、次の項目に留意し、各施設の目的や性質、事業内容に即した具体的

な選定基準を定めます。 

① 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱いを行われる恐れがないこと 

② 事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること 

③ 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること 

④ 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること 

⑤ 施設の目的または性質に応じて別に定める基準 

 

 

２ 公募の方法 

(1) 公募の期間 

指定管理者の公募の期間については、申請者が施設の設置目的等を十分理解し、高い水準の事

業計画等が作成できるよう期間を確保する必要性から、原則として公募を開始した日から起算し

て 60日以上の期間を設定するものとします。 

 

(2) 募集の方法 

指定管理者の公募の周知方法は、告示、市報及びホームページへの掲載その他広く周知できる

方法により行うこととします。 

 

(3) 現場説明会の実施 

 公募期間中に遅滞なく施設の現場説明会を開催します。なお、同じ条件で説明を行う必要

があることから、参加者は一同に会することとします。 

 

(4) 質疑応答 

 募集要項等に対する質問は、期限を定め、文書又は電子メール等により受付を行い、ホー

ムページ等を通じて公表するものとします。 
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【Ⅴ 指定管理者の選定】 
 
１ 選定委員会の設置 

(1)  選定委員会の設置【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第 18 条】 

 指定管理者の候補者（以下「候補者」という。）を公正かつ適正に選定するため、指定管理者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置します。 

 

(2)  選定委員会の構成 

【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第 8 条】 

選定委員数は 10人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱または任命します。 

① 学識経験を有する者   3名以内 

② 公募による者      2名以内 

③ 選定する指定管理施設に関して専門的知識を有する者 2名以内 

④ 市の職員        2名以内 

⑤ 市長が必要と認めるもの 1名以内 

  上記④については、原則、施設を所管する部長職とします。 

ただし、施設の特殊性から施設所管部以外の本市の職員を選定委員とする必要があると認め

られる場合は導入委員会において例外的な取扱いについて審議します。 

 

(3) 選定委員会の公開、非公開 

 選定委員会については、申請団体の著作権や知的財産権を考慮し、原則非公開とします。ただ

し、プレゼンテーションについては、原則公開とします。 

 

 

２ 候補者の選定方法 

 

候補者の選定は、選定基準に基づき、非公募を含め、申請者から提出された事業計画書等

の内容ならびにプレゼンテーションおよびそれらに対するヒアリングの結果を総合的に審査

し、当該施設の指定管理候補者として最もふさわしい者を選定します。 

 

(1) 選定基準 

 選定基準については、以下に掲げる選定基準を基本とし、施設の目的や性質、事業内容に

合致した審査項目を設定するものとします。 
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選定基準

利用者の平等な
利用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が図られ

ているか

個人情報保護対
策

(2) 秘密保持、個人情報保護についての

措置が十分とられているか

施設の設置目的
の理解

(3) 施設の設置目的の理解がなされてい

るか。

管理運営理念・
方針

(4) 施設の性格や設置目的を踏まえた管
理運営に対する理念や基本的方針が示さ
れているか

(5) 事業運営に対する熱意や意欲がある
か

(6) 施設の利用促進への具体的提案がな

されているか

(7) サービス向上が見込める提案がなさ

れているか

(8) 施設の効用を発揮できる効果的な提

案であるか

(9) モニタリングに対する考え方は適切

であるか

(10) 収支計画が適正で施設の管理運営

に係る経費の縮減が図られているか

(11) 見積額

(12) 地元人材の雇用や障がい者、高齢

者の雇用への取組みに十分な配慮がなさ
れているか

(13) ワークライフバランスの充実や男

女共同参画の推進に向けた取り組みはな
されているか
(14) 再委託や物品調達などについて市

内の企業等の積極的な活用に充分な配慮
がなされているか。

業務実績 (15) 同種・同類の業務実績があるか

(16) 団体の運営体制の安定性・継続性

は確保できるか

(17) 有資格者を含めて人的配置は十分

であるか

(18) 危機管理体制、安全対策は十分で

あるか

(19) 指定管理者の帰責事由による損害

賠償等のリスクに対応できるか

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・透明

性・公平性）は十分であるか

(2)    事業計画が指定

管理施設の設置目的
に即した適切なもの
であること

審査項目

(1)    指定管理施設の

利用に関し不当な差
別的取り扱いを行わ
れる恐れがないこと

地域との連携、
社会貢献

(4)    指定管理施設の

管理を安定して行う
物的能力及び人的能
力を有していること

実施体制

(3)    指定管理施設の

効用を最大限に発揮
するとともに管理経
費の縮減が図られる
ものであること

事業計画、方針

事業収支計画
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(2) 失格 

次の事項に該当する申請については、失格とします。 

① 経費の縮減が達成されない場合（提案された指定管理料が公募要項等に規定された指定管

理料基準額（上限額）を上回る場合） 

② 募集要項に規定された応募資格を有しない者 

③ 選定評価書の総得点率が 50％に満たない場合 

④ その他選定基準を満たさない者 

 

(3) 選定の手順 

 選定委員会における選定の方法は、次のとおりとします。 

① 別に定める選定基準に基づいて行うものとします。 

② 選定基準の採点は、申請者からの提出書類を基本とし、プレゼンテーションの内容を加味

して行うものとします。 

 

(4) 候補者の選定方法 

 候補者の選定については､選定委員会委員において評価項目ごとに採点し、総合得点の最も高い

申請団体を候補者として決定します。また、複数の申請団体がある場合は次点者以下の順位を得

点の高い団体から順次決定します。 

 なお、応募した申請団体が１者及び非公募の場合でも、選定基準を満たしているかどうかの審

査が必要なことから、選定委員会で審査を行うものとします。 

 

(5) 選定評価書の配点 

 選定評価書は次表を参考として、選定基準及び審査項目ごとに配点を行うものとし、単に経費

の縮減を追求するのではなく、利用者サービスの向上、施設の効果的かつ効率的な管理運営、安

定的な運営の確保（労働条件の確保等）に主眼を置くものとします。 

 評価は 0点から 5点までの 6段階評価(標準的なレベルにある場合を 3点とする。)とし、施設

の性質等により、特定項目や係数を変更することができるものとします。 

 市内団体等と市外団体等(市内団体等と市外団体等の共同事業体を含む。)が競合する場合は、

市内団体に選定評価書の選定基準(1)から(4)の配点合計の 100分の 5を加点するものとします。 

なお、市内団体等のみで構成する共同事業体の申請にあっては配点合計の 100分の 5とします

が、市内団体等と市外団体等が構成する共同事業体の申請にあっては共同事業体協定書に示され

た出資比率で按分して加点するものとします。 
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選定評価書(基準) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※評価は 0点から 5点までの 6段階評価(標準的なレベルにある場合を 3点とする。)とし、施設

の性質等により、特定項目や係数を変更することができます。 

選定基準 係数 評価点

利用者の平等な
利用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が図ら

れているか
5 1.0

個人情報保護対
策

(2) 秘密保持、個人情報保護について

の措置が十分とられているか
5 1.0

施設の設置目的
の理解

(3) 施設の設置目的の理解がなされて

いるか。
5 1.0

管理運営理念・
方針

(4) 施設の性格や設置目的を踏まえた

管理運営に対する理念や基本的方針
が示されているか

5 1.0

(5) 事業運営に対する熱意や意欲が
あるか

5 1.0

(6) 施設の利用促進への具体的提案が

なされているか
5 1.0

(7) サービス向上が見込める提案がな

されているか
5 1.0

(8) 施設の効用を発揮できる効果的な

提案であるか
5 1.0

(9) モニタリングに対する考え方は適

切であるか
5 1.0

(10) 収支計画が適正で施設の管理運

営に係る経費の縮減が図られている
か

5 1.0

(11) 見積額 5 1.0

(12) 地元人材の雇用や障がい者、高

齢者の雇用への取組みに十分な配慮
がなされているか

5 1.0

(13) ワークライフバランスの充実や

男女共同参画の推進に向けた取り組
みはなされているか

5 1.0

(14) 再委託や物品調達などについて

市内の企業等の積極的な活用に充分
な配慮がなされているか。

5 1.0

業務実績 (15) 同種・同類の業務実績があるか 5 5 1.0

(16) 団体の運営体制の安定性・継続

性は確保できるか
5 1.0

(17) 有資格者を含めて人的配置は十

分であるか
5 1.0

(18) 危機管理体制、安全対策は十分

であるか
5 1.0

(19) 指定管理者の帰責事由による損

害賠償等のリスクに対応できるか
5 1.0

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・透

明性・公平性）は十分であるか
5 5 1.0

100 100

5 5

105 105

20

合　　　計

(5）その他(加点) 　市内団体は配点合計の100分の5を加点をします。

総　合　計

配点

10

10

25

10

15

(3)    指定管理施設の

効用を最大限に発揮
するとともに管理経
費の縮減が図られる
ものであること

(4)    指定管理施設の

管理を安定して行う
物的能力及び人的能
力を有していること

事業計画、方針

事業収支計画

地域との連携、
社会貢献

実施体制

(1)    指定管理施設の

利用に関し不当な差
別的取り扱いを行わ
れる恐れがないこと

(2)    事業計画が指定

管理施設の設置目的
に即した適切なもの
であること

審査項目
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(6) 評価の基準 

評価は下記のとおり、0点から 5点までの 6段階評価(標準的なレベルにある場合を 3点とす

る。)とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 係数の設定 

各審査項目の係数は、施設の管理運営を行う上での優先度により、下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 選定結果の通知および公表 

 

(1) 選定結果の通知 

 選定結果については、申請団体に対して速やかに文書にて通知するものとします。 

 

(2) 選定結果の公表 

 選定結果については、ホームページにより、次の内容を公表します。 

① 選定結果 

② 候補者名 

③ 選定までの経過 

 

 

 

 

 

評価点 評価の基準

5 特に優れている（市の要求基準を大幅に上回っている）

4 優れている（市の要求基準を上回っている）

3 普通（市の要求基準を満たしている）

2 多少不十分である（市の要求基準を下回っている）

1 不十分である（市の要求基準を大幅に下回っている）

0 劣っている（能力を有していない・提案自体がない）

2.0

1.5

1.0

係数の考え方

施設の管理運営を行う上で、特に優先される項目

施設の管理運営を行う上で、優先される項目

施設の管理運営を行う上で、基本的な事項であると判断される項目

係数
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４ 再度の選定 

(1) 再度の選定 【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第 5 条】 

 申請団体に選定結果の通知をした後、当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可

能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、選定委員会において

次点となった申請団体から順に指定候補者とすることができるものとします。 

 

(2) 再度の選定ができる場合 

 指定管理者に指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が

生じたときの例としては、次の場合が考えられます。 

① 候補者が倒産または解散したとき。 

② 候補者が提出した書類の内容に指定を受ける目的をもって虚偽を記載したと認められ

ることが判明したとき。 

 

(3) 再度の選定の通知 

 再度の選定を行うときは、申請団体に対し、速やかにその旨を文書にて通知します。 

 また、新候補者を選定したときは、選定結果の通知の例により、申請団体に対し、速やか

にその結果を文書にて通知します。 
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【Ⅵ 指定管理者の指定】 
 
１ 議会の議決 

(1) 議会の議決【地方自治法第 244 条の 2 第 6 項】 

 指定管理者の指定については、議会の議決が必要となります。提案する議案の内容については、

次の項目となります。 

① 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

② 指定管理者となる団体 

③ 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

④ 選定の方法及び理由 

 なお、候補者および選定結果の概要が記載された議案説明資料を作成し、議案書と併せて提出

するものとします。 

 

(2) 債務負担行為の議決 

施設の管理経費を全て利用料金で賄う場合を除き、指定管理者の指定に当たっては、予算で債

務を負担する行為をすることの議決が必要となります。このため、議案と併せて提案する必要が

あります。 

 

(3) 指定の通知および告示 

 指定管理者の指定の議案が可決されたときは、指定管理者を指定し、その旨を当該指定管理者

に文書にて通知をするとともに、飯塚市公告式条例（平成 18年飯塚市条例第 3号）により告示し

ます。 
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【Ⅶ 指定管理者による管理】 
 
１ 協定の締結 

 議会の議決、指定の告示後に市と指定管理者との間で協定を締結します。指定期間が複数年に

渡る場合は、「基本協定」と単年度ごとの「年度協定」を締結します。 

 

(1) 基本協定 

 基本協定書は指定期間内の具体的な管理の基準や業務の範囲、リスク分担や管理代行上必要と

なる細部の事項を、市と指定管理者が協議して協定として定めるもので、主な項目は次のとおり

とします。なお、基本協定を締結したときは、飯塚市公告式条例により告示します。 

 

① 協定の目的 

② 管理業務の範囲 

③ 指定期間 

④ 指定管理料 

⑤ 緊急時の対応 

⑥ 個人情報の保護 

⑦ 情報公開 

⑧ 事業計画 

⑨ 事業報告 

⑩ 指定の取消し等 

⑪ 損害賠償 

⑫ リスク分担 

⑬ その他管理業務の実施にあたって必要な事項 

 

(2) 年度協定 

 年度協定書は当該年度の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料の額・

支払方法を定めるものです。 

 

 

２ 事業計画書の提出 

 指定管理者が提出する指定期間 2年目以降の事業計画については、市の当初予算編成に支障が

ないよう指定管理者と施設所管課が協議の上、提出することとします。 

 
 
３ 事業報告書の提出【地方自治法第 244 条の 2 第 7 項】 

 指定管理者は、毎年度終了後に、管理業務に係る事業報告書を作成し、市に提出しなければな

りません。市が施設の管理状況や運営状況、利用状況等を把握し、評価するためのもので、施設

の目的、性質、事業内容等に応じた内容で報告を求めます。 

① 事業報告の提出期限 

   年度終了後 60日以内 
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② 事業報告書の内容 

   事業報告書は、次の内容を基本とし、施設の目的、性質、事業内容等に応じた報告を求め

ます。 

   ア 管理業務の実施状況 

イ 自主事業の実施状況 

ウ 施設の利用状況 

エ 管理経費等の収支状況 

オ その他の報告 

 

４ 評価委員会の設置 

(1) 評価委員会の設置【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第 18 条】 

 指定管理施設の管理、運営等の状況についての調査、検証及び評価並びに法第 244条の 2第 11

項の規定による指定の取消し及び期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止の命令を行う際

に必要となる事項を調査審議するため、指定管理者評価委員会（以下「評価委員会」という。）を

設置します。 

 

（2）評価委員会の構成【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第 9 条】 

評価委員数は 10人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱または任命します。 

① 学識経験を有する者    3名以内 

② 公募による者       2名以内 

③ 当該指定管理施設の利用者 2名以内 

④ 当該指定管理施設に関して専門的知識を有する者  2名以内 

⑤ 市長が必要と認めるもの  1名以内 

  

 

５ モニタリング、評価の実施 

(1) 指定管理者導入施設の調査等(モニタリング、評価)  

【地方自治法第 244 条の 2 第 10 項、第 11 項】 

指定管理者による施設管理の適正を期するため、「指定管理者制度モニタリングの運用に関する

ガイドライン」に基づき、随時、指定管理者が管理する施設への立入等により、管理運営状況を

確認(モニタリング)するとともに、指定管理者から提出される年度終了後の事業報告書等やその

他関係書類による検査を行い、各年度の評価を実施します。 

また、必要に応じて業務の改善指示等を行い、指示に従わない場合や、その他管理を継続する

ことが適当でないと認められる場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又

は一部の停止を命じるものとします。 

 

① 1 次評価 

    全施設を対象とします。 

    所管部署の責任において、評価表により評価を実施します。 

    なお、2 次及び 3 次評価機関において適切に評価の検証ができるよう、評価の内容や理

由を具体的に記載するなど、わかりやすいものとします。 
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② 2 次評価 

    指定管理者制度導入推進等委員会において全施設の評価の検証(所管課及び指定管理者

に対するヒアリング等を含む)を行い、3次評価対象施設を選定します。 

 

③ 3 次評価 

    対象施設について行います。 

    飯塚市指定管理者評価委員会において、所管部署における評価に関して第三者的立場か

ら検証(所管部署及び指定管理者に対するヒアリング等を含む。)を行い、今後の対応につ

いて意見を聴くものとします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

指定管理者制度モニタリング 

の運用に関するガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

飯 塚 市 
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様式 4 指定管理業務改善計画書 
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はじめに 
 

 本市では、指定管理者制度導入によって、多くの公の施設の管理運営を民間事業者等に委ねて

います。指定管理者制度は、民間事業者等のノウハウを公の施設の管理運営に活用することで、

多様化する利用者ニーズに対し効果的、効率的に対応し、かつ公共サービスの向上や経費の縮減

などを図ることを目的としています。 

 モニタリングとは、指定管理者による施設管理の適正を期するため、市が求める達成水準を満

たされているかなど、継続的なチェックを行うものです。 

 モニタリングを適切に実施することで、重大な事故や事件の発生、指定管理者が実施する事業

等のリスクの予兆を発見し、早期に指示・助言を行い、改善や是正されることで、施設の管理運

営を継続できなくなるという最悪の事態が避けられることになります。また、コスト削減を重視

するあまりに公共サービスの水準が低下したりする可能性も防ぐことになります。 

 このため、従前の「指定管理者制度導入施設の評価に関する指針」を改め、新たにモニタリン

グの実施に関する事務、運用の手続きを定めた「指定管理者制度モニタリングの運用に関するガ

イドライン」を策定し、効果的なモニタリングを実施することにより、指定管理者による管理運

営の適正を期するものとします。 
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【参考】 

地方自治法２４４条の２ 

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期する

ため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

 (事業報告書の提出) 

第 9 条 事業報告書(法第 244 条の 2 第 7 項の事業報告書をいう。以下同じ。)は、毎年度終了後 60

日以内(法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、そ

の取り消された日の翌日から起算して 60 日以内)に市長等に提出しなければならない。 

(市長等による管理) 

第 17 条 市長等は、法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは

期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事

由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めると

きは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。 

１ モニタリングとは 

 

 モニタリングとは、指定管理者による業務の履行に関し、施設の設置管理条例、飯塚市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 18年条例第 13号。以下「条例」という。）

及び飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 18年規則第 20

号。以下「規則」という。）、仕様書及び協定等に基づき、適切かつ確実なサービスの提供が確保

されているかなどを確認する手段です。また、安定的、継続的にサービスを提供することが可能

であるか監視（測定、評価）し、必要に応じ改善に向けた指導や助言を行う一連の仕組みのこと

です。 
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２ モニタリングの実施 

 

 指定管理者による施設管理の適正を期するため、市が求める達成水準（仕様書及び協定書等に

記載された内容）を満たしているかなど、継続的なチェック（モニタリング）の実施を行うもの

とします。また、モニタリングは指定管理者によるセルフモニタリングと市（第三者によるモニ

タリングを含む。）が行うモニタリングとします。 

 

 

(1) 指定管理者が行うモニタリング 

① 利用者アンケート 

指定管理者によるモニタリングは、利用者に対し当該施設等において提供するサービス

に関するアンケート用紙を作成し、施設内に回収箱を設置するなどして回収します。アン

ケートの集計、分析を行い、結果を施設内に掲示するなど公表します。ただし、施設の目

的や性質、事業内容等により特別な事情がある場合は、省略することができるものとしま

す。 

 

② 履行確認 

指定管理者は、毎年度終了後に、管理業務に係る事業報告書を作成し、市に提出しな

ければならないとされています（地方自治法第 244条の 2第 7項）。これは、市が施設の

管理状況や運営状況、利用状況等を把握し、評価するためのもので、施設の目的、性質、

事業内容等に応じた内容で報告を求めます。 

 

ａ 事業報告の提出期限 

     年度終了後 60日以内 

 

b  事業報告書の内容 

     事業報告書は、次の内容を基本とし、施設の目的、性質、事業内容等に応じた報告を

求めます。 

   ア 管理業務の実施状況 

イ 自主事業の実施状況 

ウ 施設の利用状況 

エ 管理経費等の収支状況 

オ その他の報告 

 

③ 業務の改善 

指定管理者は、利用者アンケート等の結果を基に利用者ニーズや満足度を把握し、業

務の改善等を行うものとします。所管部署は適宜、その具体的改善方法と結果について

報告を求めるものとします。 

 

(2) 市が行うモニタリング 

① 履行確認 
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市によるモニタリングとしては、指定管理者から提出される毎年度の事業報告等に対

する確認をはじめ、随時、指定管理者が管理する施設への立入等により達成水準を満た

しているかの調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価および改善指導等 

 指定管理者制度を導入している全ての施設を対象に、各年度の評価を実施します。評価の方法

は、別表に示す指定管理業務評価表（以下「評価表」という。）(様式 1)に基づき、指定管理者の

管理運営状況について評価を行います。 

 ただし、評価表の項目については、施設ごとに必要に応じて追加、削除できるものとします。 

 

モニタリングと改善に向けた流れ 

モニタリング

指定管理者

定期的な報告書の作成

利用者アンケート、意見

箱、利用者へのヒアリン

グ等

市（所管部署)

事業報告書、月間報告

書、日報等

立入調査

利用者アンケート等結果

報告書

指定管理者へのヒアリング

指定管理者導入推進等委員会

指定管理者評価委員会

第三者的機関

モニタリング

結果

市（所管部署） 指定管理者
指定管理者による

改善措置

改善指示・助言等
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(1) 評価の考え方 

  指定管理者の評価は、評価表に定められた達成基準に基づき、1点から 5点までの 5段階評

価とし、合計点数で総合評価を行います。 

① 評価の基準 

評価は下記のとおり 5段階の評価点とし、以下の評価基準で評価を行います。 

 

評価点 評価基準 

5 協定等の内容以上の水準で業務を履行している。 

4 協定等の内容どおり業務を履行しており、適正である。 

3 協定等の内容どおり業務を履行しているが、若干改善点が見受けられる。 

2 協定等の内容に対し、一部不履行がある。 

1 協定等の内容に対し、かなり不履行がある 

 

② 総合評価 

評価表に基づき、達成基準ごとに評価を行い、総合点数で総合評価を行います。 

 

総合評価 評価内容 評価基本点 

Ａ 優れていると認められる。 90点以上 

Ｂ 適正であると認められる。 80点以上 90点未満 

Ｃ 概ね適正であると認められる。 60点以上 80点未満 

Ｄ 改善が必要である 40点以上 60点未満 

Ｅ 指定取消し等の検討が必要である。 40点未満 

【総合評価の考え方】評価点に１つでも１、２点があった場合は、総合評価「Ｄ」

以下とします。 

 

(2) 評価の方法 

①  指定管理者による自己評価 

指定管理者は毎年度終了後、評価表による自己評価を行い、市へ提出します。 

 

②  市による評価 

所管部署は毎年度終了後、指定管理者から提出された事業報告書、利用者アンケート結

果等の各種報告書などモニタリング結果に基づき評価を行います。 

 

(3) 評価委員会の設置 

① 評価委員会の設置【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第 18条】 

指定管理施設の管理、運営等の状況についての調査、検証及び評価並びに法第 244条の

2第 11項の規定による指定の取消し及び期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止

の命令を行う際に必要となる事項を調査審議するため、指定管理者評価委員会（以下「評

価委員会」という。）を設置します。 
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② 評価委員会の構成 

【公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第 9条】 

評価委員数は 10人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱または任命します。 

ア 学識経験を有する者    3名以内 

イ 公募による者       2名以内 

ウ 当該指定管理施設の利用者 2名以内 

エ 当該指定管理施設に関して専門的知識を有する者  2名以内 

オ 市長が必要と認めるもの  1名以内 

  

(4) 評価のスケジュール 

① 1 次評価 

    全施設を対象とします。 

    所管部署の責任において、評価表により評価を実施します。 

    なお、2 次及び 3 次評価機関において適切に評価の検証ができるよう、評価の内容や理

由を具体的に記載するなど、わかりやすいものとします。 

 

② 2 次評価 

    指定管理者制度導入推進等委員会において全施設の評価の検証(所管課及び指定管理者

に対するヒアリング等を含む)を行い、3次評価対象施設を選定します。 

 

③ 3 次評価 

    対象施設について行います。 

    飯塚市指定管理者評価委員会において、所管部署における評価に関して第三者的立場か

ら検証(所管部署及び指定管理者に対するヒアリング等を含む。)を行い、今後の対応につ

いて意見を聴くものとします。 

 

(5) 評価の公表 

  評価結果については、指定管理者制度の運用の透明性を確保する観点から、指定管理者制度

導入施設ごとに市ホームページ等で公表します。 

 

(6) 業務の改善指示 

  総合評価が「Ｄ」または「Ｅ」、または評価点が 1点、2点の項目がある場合は、指定管理者

に対して文書をもって指導を行うものとし、指定管理業務改善指示書（以下「改善指示書」と

いう。【様式 2】）または指定管理業務改善勧告書（以下「改善勧告書」という。【様式 3】）によ

る通知を行います。指定管理者は、指導項目の原因を特定し対応策を指定管理業務改善計画書

（以下「改善計画書」という。）(様式 4)に取りまとめ、市に提出します。 

 

① 業務の改善指導・指示 

総合評価が「Ｄ」または「Ｅ」、または評価点が 1点、2点の項目がある場合は、指定

管理者に対して改善指示書により必要な指導および指示を行い、業務の改善を図ります。
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指定管理者は、改善指示書による通知を受けた場合は、通知を受けた日から 15日以内に

改善計画書を市へ提出し、改善対策を行うとともに、指定期限内に結果を文書にて報告

します。 

 

② 業務の改善勧告 

改善指示書による指示を行ったが、指示事項が次回調査時点で改善されていない場合

等は、指定管理者へ改善措置期限を定めた改善勧告による通知を行うとともに、その内

容をホームページ等で公表します。 

 

③ 指定の取消し等 

地方自治法第 244条の 2第 11項の規定による指定の取り消し、業務の全部又は一部の

停止については、概ね次に掲げる場合とし、原則として飯塚市指定管理者評価委員会の

意見を聴くものとします。  

(1) 関係法令、条例、規則又は協定の条項に違反したとき。 

(2) 指定管理者による管理運営業務の実施に際し不正行為があったとき。 

(3) 改善勧告書による改善措置期限を過ぎても改善されていない場合 

(4) 指定管理者の経営状況が著しく悪化しているとき。 

(5) 指定管理施設の適正な管理に重大な支障が生じるとき又は生じるおそれがある

とき。 



様式１

評価点

1

2

3

イ 外 部 委 託 4

5

6

7

8

9

10

11

12

キ 施 設 管 理 13

14

15

16

17

18

コ 地域との連携 19

サ 広 報 活 動 20

21

22

23

24

25

26

27

ソ 経 理 事 務 28

タ 予 算 執 行 29

チ 財 務 状 況 30

ア

カ

ク

ケ

ウ

エ

オ

調査日時

確認項目

指定管理業務評価表

調査者氏名

施設所管部署施設名

指定管理者名

職員体制

情報公開に関する規程が整備されている。

協定書等に従い、情報を適切に管理、公表している。

業務日誌等を適切に整備、保管している。

事業計画書に即し、職員を過不足なく配置している。

必要な資格、経験等を有する職員が確保されている。

外部委託の内容、委託先は適切である。

個人情報保護に関する規程が整備されている。

労働関係法令を遵守し、職員の適正な労働条件を確保している。

個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。

緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練等を行っている。

事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。

仕様書等に従い、清掃、警備、衛生管理を適切に行っている。

仕様書等に従い、施設、設備の保守管理を適切に行っている。

個 人 情 報
保 護

緊 急 対 応

事 業 運 営

管 理 記 録

維 持 管 理

経
済
性

業
務
履
行
状
況

利
用
者
サ
ー

ビ
ス

言葉遣い、態度、服装等の接遇について適切である。

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行っている。

収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。

効 率 性
経費の効果的、効率的な執行を行っている。

点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。

事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されている。

セ

協定書等に従い、適切に修繕を行い、市に報告している。

効果的な営業、広報活動を行っている。

地域との連携や協働が図られている。

事業計画書に則って、指定管理業務を適切に行っている。

施設の目的に沿って、自主事業を実施している。

合計（Ａ）

評価基本点【（Ａ）/１５０×１００】

団体の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。

専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理事務を行っている。

利用者アンケート等の結果、利用者の満足が得られている。

利 用 者 対 応

苦情、要望等に対して迅速かつ適切に対応している。

利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みを行っている。

シ

ス

総合評価

総合評価コメント

達成基準

指定管理業務に関し、経費低減の取り組みを行っている。

情 報 公 開

苦 情 等 対 応



様式２ 

 

文書番号 

年 月 日 

 

(団体等名) 

(代表者名)      様 

 

 

飯塚市長       印 

 

 

指定管理業務改善指示書 

 

 貴団体と本市の間において、 年 月 日付で締結した「飯塚市○○の管理運営に関する

基本協定書」に定める業務に関し、本市による所定のモニタリングの結果、不適正であると

認められる業務がありました。 

 つきましては、下記のとおり業務改善を指示しますので、業務改善について計画書を提出

してください。 

 なお、本文書において指示した業務改善がなされない場合は、業務改善勧告を行い、その

内容を公表することを申し添えます。 

 

記 

 

１ 不適正であると認められる業務の内容 

 

評価項目 指摘事項 

  

  

  

 

２ 業務改善計画書提出期限 

    年  月  日まで 

 

３ 所管部署名（○○課・室） 

 



様式３ 

 

文書番号 

年 月 日 

 

(団体等名) 

(代表者名)      様 

 

 

飯塚市長       印 

 

 

指定管理業務改善勧告書 

 

  年 月 日付で第 号で通知し、指定管理業務改善指示書において業務改善の指示を

行いましたが、改善の措置が行われておりません。 

つきましては、下記期日までに業務改善の措置を講じるよう勧告します。 

 

記 

 

１ 不適正であると認められる業務の内容 

 

評価項目 指摘事項 

  

  

  

 

 

２ 改善措置期限 

    年  月  日まで 

 

３ 所管部署名（○○課・室） 

 

 

 

 



 

様式４ 

 

年 月 日 

 

飯 塚 市 長   様 

 

 

(団体等名) 

(代表者名)        印 

 

 

 

指定管理業務改善計画書 

 

  年 月 日付で第 号で通知のあった指定管理業務改善指示書に従い、指摘事項とな

った原因の特定を行い、下記のとおり改善計画書を作成しました。この改善計画書に従い、

改善、是正に向けて全力を尽くします。 

 

記 

 

１ 改善計画 

 

評価項目 特定された原因 改善・是正対策 実施予定日 
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                               市民文教委員会資料 

                               平成 29 年 2 月 3 日 

                             資料Ｎｏ．３ 

飯塚市斎場指定管理者 選定経過 

 

1）H28．3.10 平成 27 年度指定管理者制度導入推進等委員会  

・飯塚市斎場について、H29 の選定にあたり地域要件を設定することの確認を行う。 

 

2）H28．3.23 平成 27 年度指定管理者制度導入推進等委員会  

・飯塚市斎場について、4 月 1 日～募集に係る募集要項・仕様書等内容決定。 

 

3）H28．4.1 飯塚市斎場公募開始 （～5 月 31 日まで） 

・地域要件を設定し、募集を開始。 

①  市内に主たる事務所(本社・本店)を有する法人その他の団体 

②  共同事業体による応募、構成員がすべて市内に本社又は本社機能若しくは経営主体が

ある団体 

 

4）H28．4.18 飯塚市斎場 現地説明会 出席団体 （3 団体） 

① 株式会社 九州互助センター 

② 有限会社 きど葬祭 

③ 有限会社 コスモシステム福岡 

 

5）H28．5.30～31 飯塚市斎場 申請受付 申請団体 （3 団体） 

① 株式会社 九州互助センター 

② 有限会社 きど葬祭 

③ 有限会社 コスモシステム福岡 

 

6）H28．6.13 飯塚市指定管理者選定委員会（第 1 回）開催  

・委嘱状交付 

①  学識委員 3 名 （大学准教授、税理士、行政書士）              

②  公募委員 2 名  

③  施設専門委員 1 名  

④ 市職員（任命）1 名  

・現地調査 

・選考基準の確認 

 

（任期：H28.6.13～H30.3.31） 

（任期：H28.6.13～H28.9.30） 
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7）H28．7.11 飯塚市指定管理者選定委員会（第 2 回）開催  

・申請書類の審査 

・プレゼンテーションに際しての質問事項等の協議 

 

8）H28．8.8 飯塚市指定管理者選定委員会（第 3 回）開催  

・申請者によるプレゼンテーション 

・選考基準に基づく採点及び審議（配点 125.0 点×7 名＝875.0 点満点） 

有限会社 きど葬祭        678.0 点 （平均点 97／125） 

申請団体 Ａ           636.0 点 （平均点 91／125） 

申請団体 Ｂ           568.5 点 （平均点 81／125） 

 

9）H28．8.10 飯塚市指定管理者選定委員会 答申  

 

10）H28. 9.30  平成 28 年第 4 回定例会（議案第 116 号） 

 指定管理者の指定（飯塚市斎場） 指定管理者 きど葬祭 可決 

・指定管理者となる団体 

 有限会社 きど葬祭 

・指定管理者に管理を行わせようとする期間 

  H29．4．1～H34．3．31 

 

11）H28. 9.30  有限会社 きど葬祭 指定通知書 送付  

 

12）H28. 10.6  指定管理者の指定について議決の告示（飯塚市告示第 292 号） 

 



飯塚市斎場 指定管理者募集要項 

平成２８年 

飯塚市 市民環境部 環境整備課 
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飯塚市斎場指定管理者募集要項 

 

1 指定管理者募集の趣旨 

飯塚市斎場については、民間の事業者等の創意工夫ある斎場運営によって多様化する市民の要望、要

請に効果的、効率的に応え、市民に対するサービスの向上を図ることを目的に指定管理者制度を採りい

れています。 

指定管理者の指定にあたり、民間事業者等の理念や実績に基づいた斎場の管理運営に関する提案をい

ただくため、広く事業者を公募いたします。 

飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)第18条の

規定に基づいて設置される飯塚市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において提案内

容を審査のうえ、指定候補者を選定いたします。その選定結果に基づき市議会へ指定議案を上程し、市

議会の指定の議決を受けた後に、飯塚市と協定を締結することで指定管理者に指定されることになりま

す。 

 

2 飯塚市斎場運営の基本的な考え方 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分

理解した管理運営を行うこと。 

(2) 業務で知り得た個人情報の保護を徹底すること。 

(3) 利用者の心情に配慮したきめ細かいサービスを提供すること。 

(4) 利用の平等性を確保するとともに、宗教上の中立を保つこと。 

(5) 利用者の安全を確保するための方策を十分備えておくこと。 

(6) 指定施設の維持管理を適切に行い、その効用を最大限に保つこと。 

(7) 指定施設の効率的な管理運営を行い、経費の節減を図ること。 

(8) その他利用者サービスの向上に努めること。 

※ 飯塚市斎場運営の基本的な考え方は、飯塚市斎場指定管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に

再掲載します。 

 

3 施設の概要 

(1) 施設名称  飯塚市斎場 

(2) 所在地   福岡県飯塚市大日寺 736番地 

(3) 施設概要 

① 敷地面積  20,921.00㎡ 

② 建物構造  鉄筋コンクリート造 

③ 延床面積  1,621.37㎡ 

④ 主要施設  火葬炉（大型炉 6 基、汚物炉 1 基）、炉前ホール、告別室（1 室）、収骨室（2 室）、

待合ホール、待合和室（4室）、駐車場（52台） 

⑤ 火葬時間  約 90分（標準体重 60㎏） 

⑥ 使用燃料  白灯油 

⑦ 受付時間  午前 8時 30分から午後 5時まで 

⑧ 利用時間  午前 10時から午後 6時まで 
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※施設の概要等は、仕様書に再掲載します。 

 

4 過去 3年間の施設使用実績 

年度 10歳以上 10歳未満 死産児 その他 

平成 24年度 1,397件 7件 20件 423件 

平成 25年度 1,458件 3件 28件 402件 

平成 26年度 1,455件 2件 26件 420件 

 

5 使用料収入実績 

 飯塚市斎場は、利用料金制を採用していませんので、使用料収入は、指定管理者の収入となるもので

はありませんので省略します。 

 

6 休場日、受付時間、利用時間 

(1) 条例による休場日、受付時間、利用時間は、次のとおりです。ただし、指定管理者は、あらかじめ

市長の承認を得て、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができます。 

(2) 休場日   1月 1日及び市長が必要と認める日 

(3) 受付時間  午前 8時 30分から午後 5時まで 

(4) 利用時間  午前 10時から午後 6時まで 

※休場日、受付時間、利用時間は仕様書に再掲載します。 

 

7 指定管理者が行う主な業務 

(1) 受付業務 

予約受付業務、利用許可業務、使用料等徴収業務 

(2) 火葬業務  

  告別業務、炉前業務、炉裏業務、収骨業務、残骨灰処理業務 

(3) 待合棟接待業務 

(4) 施設維持管理業務 

建物維持管理業務、設備維持管理業務、日常清掃業務、特別清掃業務、植栽等管理業務、警備業務 

(5) その他運営業務 

記録業務、火葬証明書発行業務、分骨証明書発行業務、報告業務 

※ 業務等の詳細は、仕様書に再掲載します。 

 

8 業務体制 

(1) 指定管理業務を効率的に実施するために適正な人員を配置するとともに、労働基準法(昭和 22年法

律第 49号)ほか労働関係法令の規定を遵守し、業務の実施に支障が生じないよう必要な業務執行体制

を確保するものとします。 

(2) 斎場の管理運営業務に支障が生じないよう必要な業務執行体制を確保するとともに、適正かつ効率

的な人員配置を行うものとします。 

※ 業務体制の詳細は、仕様書に再掲載します。 
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9 リスク分担 

指定管理者と市とのリスク分担は、概ね次のとおりとする。規定した事項以外のことが発生した場合は、

双方の協議によるものとする。 

種 類 内 容 市 
指定管

理者 

申請コスト 申請費用の負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

法令等の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

物価変動 予見できない著しい物価変動による経費の増 協議事項 

金利変動 金利変動による経費の増  ○ 

周辺地域・住民・

利用者への対応 

地域との協調  ○ 

指定管理業務に対する住民及び利用者からの苦情・要

望等 
 ○ 

上記以外 ○  

書類の瑕疵による

損害 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の誤りによるもの  ○ 

施設の管理運営 施設の管理運営等  ○ 

安全衛生管理 施設の安全衛生管理  ○ 

施設、設備、備品

等の損傷・修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

施設、設備の設計、構造上の原因によるもの ○  

経年劣化によるもの（大規模なもの） 

※1件 30万円以上の場合 
○  

経年劣化によるもの（小規模なもの） 

※1件 30万円未満の場合 
 ○ 

個人情報保護 
業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情

報の漏洩等による利用者等に対する対応 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等  ○ 

第三者への賠償 
指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の場合 ○  

利用者の被災 
指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の場合 ○  

不可抗力 

不可抗力（天災・暴動・その他指定管理者又は市の責

めに帰すべきことのできない事由）に伴う施設・設備

の修復 

○  



4 
 

事故、災害等によ

る施設の損傷の回

復 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外 ○  

事業終了時の費用 事業終了、指定取消しの場合の原状回復及び撤収費用  ○ 

引継費用 施設運営の引継費用の負担  ○ 

包括的管理責任 包括的な管理責任 ○  

※ リスク分担の詳細は、仕様書に再掲載します。 

 

10 指定期間 

平成 29年 4月 1日から平成 34年 3月 31日までの間(5年間)とします。 

 

11 指定管理業務に係る経費 

(1) 指定管理業務は、飯塚市が支弁する指定管理料(委託料)を運営経費として実施してください。 

(2) 指定管理料の上限額は、単年度 40,268,000 円（消費税及び地方消費税を含む。なお、税率につ

いては 10％で積算しております。）とします。ただし、消費税及び地方消費税の税率が改定になった

場合は、協議後、指定管理料を決定します。 

 

12 指定管理料の精算 

(1) 指定管理者の経営努力の有無による指定管理料の過不足については、燃料費及び修繕料を除き、精

算は行いません。なお、指定管理料に含まれる燃料費は 5,940,000 円、修繕料は 700,000 円（消費

税及び地方消費税を含む。）とします。 

 

13 応募に関する項目（申請資格等） 

(1) 応募者の参加資格等 

市内に主たる事務所（本社、本店）を有する法人その他の団体(以下「法人等」という。)で、飯塚

市斎場の管理運営を継続して安定的に実施する能力を有すると認められるものとします。また、共同

事業体による応募にあっても、構成員がすべて市内に本社又は本社機能若しくは経営主体がある団体

とします。 

ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する法人等(法人格を有しない団体にあっては、その代表

者。以下同じ。)は、指定管理者の指定を受けることができません。 

① 法律行為を行う能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 地方自治法第 244条の 2第 11項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から 2年を経

過しない者 

④ 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4第 2項(同項を準用する場合を含む。)の

規定により、飯塚市における一般競争入札等の参加を制限されている者 
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⑤ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第 92 条の 2、第 142 条(同条を準用する

場合を含む。)又は第 180条の 5第 6項(同項を準用する場合を含む。)の規定に抵触することとなる

者を構成員とするもの 

⑥ 国税及び地方税を滞納している者 

⑦ 福岡県暴力団排除条例(平成 21 年 10 月 19 日福岡県条例第 59 号)に規定する暴力団または暴力

団員等を構成員とするもの。また、同条例「第四章暴力団員等に対する利益の供与の禁止等」の規

定に該当する者。 

(2) 法人格及び個人応募 

① 団体の場合は、必ずしも法人格は必要ありません。 

② 個人で応募することはできません。 

③ 団体については、個人や法人の単なるグループではなく、組織や責任の所在が明確化されたもの

に限ります。 

④ 共同事業体の場合には、協定書等出資比率が分かる書類の提出により、応募できます。 

⑤ 共同事業体の構成は、構成員数が 3者以内で、構成員の組合せが個人以外の団体によるものに限

ります。 

 

14 公募スケジュール 

(1) 募集要項の配布 

① 配布期間 ： 平 28年 4月 1日(金)～平成 28年 5月 31日(火) 

② 配布場所 ： 本庁 1階 市民環境部 環境整備課 

③ 配布時間 ： 午前 8時 30分～午後 5時 

(2) 現地説明会 

① 日時 ： 平成 28年 4月 18日(月) 午後 2時～ 

② 会場 ： 飯塚市斎場 

(3) 注意事項 

① この現地説明会には、必ず参加してください。 

② 説明会参加受付票(要項別紙 1)に必要事項を記入のうえ、事前（説明会の前日まで）に、下記質

問の提出先に持参されるか、郵送等若しくはファクシミリ又は電子メールで提出してください。ま

た、当日は受付にて必ず参加の確認を受けてください。 

③ 説明会は、1時間程度を予定していますので、進行にご協力ください。 

(4) 次のとおり、募集要項及び仕様書の内容に関する質問を受け付けます。 

① 受付期間 ： 平成 28年 4月 18日(月)から 4月 28日(木)までの間 

② 質問方法 ： 必ず質問書(要項別紙 2)によることとします。口頭及び電話での質問、問い合わ

せには、一切お答えできません。 

③ 提出方法 ： 提出先に持参されるか、郵送等若しくはファクシミリ又は電子メールで提出して

ください。なお、郵送等並びにファクシミリ及び電子メールの場合は、必ず送信した旨を電話連絡

してください。 

④ 提出先 ： 本庁１階 市民環境部 環境整備課 

・住所  〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5号 

・電話番号  0948-22-5500（内線 1124） 
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・FAX番号   0948-21-2066 

・Ｅメールアドレス k-seibi@city.iizuka.lg.jp 

⑤ 注意事項 

(ア) 質問書を持参される場合は、受付期間の午前 8時 30分から午後 5時までの間とします。 

(イ) 郵送等で提出される場合は、事情の如何にかかわらず受付期間内に到着したものに限ります。 

(ウ) 質問書には、必ず日付を明記してください。 

(5) 提出された質問に対する回答方法等は、次のとおりです。 

① 回答期日 ： 平成 28年 5 月 18日（水） 

② 回答方法 ： 飯塚市の公式ホームページに、順次、掲載します。なお、質問を提出した応募者

個々に対する回答は行いませんのでご留意ください。 

③ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.city.iizuka.lg.jp/ 

 

15 提出書類等 

(1) 提出書類 

① 申請書(様式第 1号) 

② 申請資格を有していることを証する書類 

(ア) 法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書) 

(イ) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

(ウ) 申請資格に関する申立書(様式第 2号) 

(エ) 国税及び地方税の納税証明書(直前 3か年分) 

③ 指定施設の事業計画書(様式第 3号) 

本募集要項 18（2）選定の基準（評価項目）の内容について、具体的な提案を行うこと。 

④ 団体概要書(様式第 4号) 

⑤ 団体の経営状況を説明する書類 

(ア) 収支(損益)計算書又はこれに相当する書類(直前 3か年度分) 

(イ) 貸借対照表又はこれに相当する書類(直前 3か年度分) 

(ウ) 財産目録又はこれに相当する書類(直前 3か年度分) 

(エ) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類 

(オ) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 

(カ) 共同事業体の場合、協定書等出資比率が分かる書類の写し 

⑥ その他、必要と認める書類 

(2) 提出部数 

① 提出部数は、正本 1部及び副本(写し可)12部とします。 

② 正本は、すべて原本及び原本証明されたものとします。 

③ 書類は、表紙を「指定管理者申請書」として前記(1)の①から⑥までの書類に頁番号を付したうえ、

一部ごとにファイリングし、提出してください。 

(3) 受付期間及び提出方法等 

① 受付期間 ： 平成 28 年 5月 30日(月)～ 5月 31日(火) 午前 8時 30分～午後 5時 

② 提出方法 ： 必ず持参のうえ提出してください。(郵送等では受け付けません。) 

③ 提 出 先 ：  本庁１階 市民環境部 環境整備課  電話 ：0948-22-5500（内線 1124） 
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(4) その他 

書類を提出した後に応募を辞退する場合は、辞退届(要項別紙 3)を提出してください。 

 

16 提出書類等に関する特記事項 

(1) 提出書類は、理由の如何にかかわらずお返しできませんのでご了承ください。 

(2) 提案内容の著作権は応募者に帰属するものとしますが、飯塚市は、選定結果の公表等に必要な場合

は、その提案内容の一部又は全部を使用できるものとします。 

(3) 受付期間を過ぎた場合にあっては、原則として、提出書類を差替え、若しくは修正又は変更するこ

とはできません。 

(4) 指定管理者として指定された団体等の提出書類は、飯塚市情報公開条例(平成 18 年飯塚市条例第

10号)の規定に基づく情報公開請求による公開の対象となります。 

(5) 飯塚市が提供する資料等は、指定管理者に応募するための検討目的以外の目的に利用することを固

く禁じます。 

 

17 応募に要する経費 

応募に要する経費等は、すべて応募者の負担とします。 

 

18 指定管理者候補の選定方法 

(1) 選定委員会の審査 

選定委員会の審査を経たうえで指定管理者候補を選定します。なお、審査にあたっては、次に掲げ

る選定の基準(評価項目)に基づいて総合的に評価します。 

又、審査にあたっては、プレゼンテーションを実施します。なお、具体的な日程等は、後日連絡し

ます。 

(2) 選定の基準(評価項目)【以下は、選定委員会で用いられる選定評価書の内容です。】 

① 指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱いを行われる恐れがないこと。 

1 利用者の平等な利用の確保 

* 利用者の平等な利用の確保が図られているか。 

2 個人情報保護対策 

* 秘密保持、個人情報保護についての措置が十分とられているか。 

② 事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切なものであること。 

1 施設の設置目的 

* 施設の設置目的の理解がなされているか。 

2 管理運営理念・方針 

* 施設の性格や設置目的を踏まえた管理運営に対する理念や基本的方針が示されているか。 

③ 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。 

1 事業計画、方針 

* 事業運営に対する熱意や意欲があるか。 

* 利用者の意見を取り入れる仕組み、苦情・要望等を受けたときの対応方法・連絡体制が明確

であるか。 

* サービス向上が見込める提案がなされているか。 
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* 施設の効用を発揮できる効果的な提案であるか。 

* モニタリングに対する考え方は適切であるか。 

2 事業収支計画 

* 収支計画が適正で施設の管理運営に係る経費の縮減が図られているか。 

* 見積額 

3 地域との連携、社会貢献 

* 地元人材の雇用や障がい者、高齢者の雇用への取組みに十分な配慮がなされているか。 

* ワークライフバランスの充実や男女共同参画の推進に向けた取組みはなされているか。 

* 再委託や物品調達などについて市内の企業等の積極的な活用に充分な配慮がなされているか。 

④ 指定管理施設の管理運営を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

1 業務実績 

   * 同種・同類の業務実績があるか 

2 実施体制 

   * 団体の運営体制の安定性・継続性は確保できるか。 

   * 有資格者を含めて人的配置は十分であるか。 

   * 危機管理体制、安全対策は十分であるか。 

   * 指定管理者の帰責事由による損害賠償等のリスクに対応できるか。 

  3 経営基盤 

   * 経営基盤（安定性・信頼性・透明性・公平性）は十分であるか。 

(3) 選定結果の公表 

選定結果については、応募者に個別に文書で通知します。 

 

19 応募の無効又は応募者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とし、又は失格とします。 

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限、プレゼンテーション参加など応募及び審査に必要な手続

きを守らなかった場合 

② 記載すべき事項の全部または一部を記載しなかった場合 

 ③ 申請書に記載すべき事項以外の内容を記載した場合 

 ④ 虚偽の内容を記載した場合 

 ⑤ 応募に関して不正行為が明らかになった場合 

⑥ 明らかに管理運営能力が欠けていると判断される場合 

⑦ 経費の縮減が達成されない場合（提案された指定管理料が公募要項等に規定された指定管理料基

準額（上限額）を上回る場合） 

⑧ 募集要項に規定された応募資格を有しない場合 

⑨ 選定評価書の総得点率が 50％に満たない場合 

⑩ その他選定基準を満たさない場合 

⑪ その他応募資格に適さないと認められる場合 

 

20 指定管理者の指定等 

(1) 指定管理者の決定 
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指定管理者は、飯塚市議会における指定の議決を経て決定します。なお、指定の議決は平成 28年 9

月に開会される飯塚市議会を予定します。 

 

(2) 指定管理者指定の告示 

指定の議案が可決されたときは、指定管理者として指定し、告示されます。 

(3) 詳細事項の協議及び協定の締結 

議会の議決、指定の告示後に指定管理業務の実施に関する詳細について、飯塚市との協議を経て、

協定を締結します。全指定期間を包括する基本協定と事業実施年度ごとの細目等に関する年度協定を

締結します。なお、基本協定を締結したときは、告示されます。 

(4) 事務引継ぎ等 

指定の議決後、指定管理業務の開始までに、飯塚市斎場の管理運営について必要な事項の引継ぎを

行います。 

(5) 指定管理業務の継続が困難になった場合の措置 

指定管理者の責めに帰すべき理由によって、指定管理業務の継続が困難になった場合は、飯塚市は、

指定を取り消すことができるものとします。この場合にあっては、飯塚市に損害が生じたときは指定

管理者が賠償責任を負うものとします。 

(6） 指定管理者導入施設の調査等（モニタリング、評価） 

指定管理者による施設管理の適性を期するため、随時、施設への立入等により管理運営状況を確認（モ

ニタリング）するとともに、各年度の評価を実施します。 

 

21 業務を実施するにあたっての留意事項 

(1)  個人情報の保護 

業務上知り得た個人情報については、飯塚市個人情報保護条例により、適正な取り扱いをしなけれ

ばなりません。 

(2)  情報公開 

  市民が利用する公共施設の管理であることを認識し、飯塚市情報公開条例により、その管理運営に

ついての透明性を高めるよう努めることとします。  

(3) 再委託 

指定管理者が行う業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、施設・設備の維持

管理業務など専門的な業務を再委託することは差し支えありません。 

※ 再委託できる業務は、仕様書に再掲載します。 

(4) 施設における事故等 

 ① 事故、火災等の緊急事態が発生した場合は、指定管理者の判断と責任において救急車又は警察の

出動要請ほか必要な措置を速やかにとるとともに、その旨を担当課に速やかに報告しなければなり

ません。 

 ② 利用者に事故あるときは、適切な対応を行うとともに、その旨を担当課に速やかに報告しなけれ

ばなりません。 

(5) 事業報告等 

 ① 指定管理者は、管理業務の実施状況、利用状況、管理経費の収支状況その他の事項について報告

書を作成し、市に提出するものとします。概ね月次報告及び年次報告を予定します。なお、年次報
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告は毎年度終了後 60日以内に提出するものとし、詳細につきましては基本協定で定めます。 

 ② 指定管理者は、指定期間 2年目以降の事業計画を策定し、市の当初予算編成に支障がないよう市

と協議のうえ提出するものとします。 

22 問い合わせ先 

  飯塚市 市民環境部 環境整備課 環境衛生係 担当：北冨 

・住所  〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5号 

・電話番号  0948-22-5500（内線 1124） 

・FAX番号  0948-21-2066 

・Ｅメールアドレス  k-seibi@city.iizuka.lg.jp 

 



 

議案第 116 号  

 

   指定管理者の指定(飯塚市斎場) 

 

 公の施設の指定管理者について、次のとおり指定する。 

 

  平成28年9月13日提出 

 

飯塚市長  齊 藤 守 史   

 

 

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  飯塚市斎場 

2 指定管理者となる団体 

  団体名 有限会社 きど葬祭 

  代表者 代表取締役 山﨑 聰 

  所在地 飯塚市潤野860番地1 

3 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

  平成29年4月1日～平成34年3月31日 

 

 

提案理由 

 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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指定管理者指定議案資料 

 

1 施設の概要 

  ①施設名称 飯塚市斎場 

  ②所在地  飯塚市大日寺 736 番地 

  ③開設時期 平成 4 年 4 月 1 日 

  ④規模構造・施設内容 

    敷地面積 20,921.00 ㎡ 

    延床面積 1,621.37 ㎡ 

    構造 鉄筋コンクリート造 

       施設内容  

火葬炉(大型炉 6 基、汚物炉 1 基)、炉前ホール、告別室(1 室)、収骨室

(2 室)、待合ホール、待合和室(4 室)、駐車場(52 台) 

  ⑤業務内容 受付業務、火葬業務、待合棟接待業務、施設維持管理業務、 

その他運営業務 

 

2 指定管理者となる団体の概要   

  ①設立年月日 昭和 57 年 4 月 1 日 

  ②主な提案業務内容及び事業計画  

・受付業務     (公平かつ適正な予約受付、効率的な受付業務の実施) 

・火葬業務    (安全・正確・公正・清潔な火葬業務の遂行) 

・待合室接待業務 (快適かつ平穏な待ち時間の確保、来場人数の事前把握等に

より効率化を図る) 

・サービス向上事業(葬祭業者との意見交換会、近隣火葬場の視察及び意見交換

会、パンフレット作成等を行い、サービスの向上を図る) 

 

3 公募及び選定の概要 

(1)公募・非公募の別 

   公募 

 

(2)地域要件設定の有無 

   地域要件設定 
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(3)応募団体数 

   3 団体 

 

4 募集時点での指定管理料上限額(単年度) 

  40,268 千円(消費税及び地方消費税を含む。消費税率 10％で積算) 
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5 選定評価結果(選定委員 7 名) 

選 定 評 価 書 

 

選 定 基 準 

 

 

審 査 項 目 

 

配点 

 

申 請 者 

有 限

会 社

き ど

葬祭 

A B 

(1)指 定 管 理

施設の利用に

関し不当な差

別的取扱いが

行われるおそ

れがないこと 

利用者の

平等な利

用の確保 

(1) 利用者の平等な利

用の確保が図られてい

るか 
70 56 50 55 

個人情報

保護対策 

(2) 秘密保持、個人情報

保護についての措置が

十分とられているか 

(2)事 業 計 画

が指定管理施

設の設置目的

に即した適切

なものである

こと 

施設の設

置目的の

理解 

(3) 施設の設置目的の

理解がなされているか 

70 54 52 40 
管理運営

理念・方

針 

(4) 施設の性格や設置

目的を踏まえた管理運

営に対する理念や基本

的方針が示されている

か 

(3)指 定 管 理

施設の効用を

最大限に発揮

するとともに

管理経費の縮

減が図られる

ものであるこ

と 

事 業 計

画、方針 

(5) 事業運営に対する

熱意や意欲があるか 

 

 

 

 

 

 

 

490 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

 

 

 

 

 

 

339 

 

 

 

 

 

 

 

319 

(6) 利用者の意見を取

り入れる仕組み、苦情・

要望等を受けたときの

対応方法・連絡体制が明

確であるか 

(7) サービス向上が見

込める提案がなされて

いるか 

(8) 施設の効用を発揮
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できる効果的な提案で

あるか 

(9) モニタリングに対

する考え方は適切であ

るか 

事業収支 

計画 

(10) 収支計画が適正で

施設の管理運営に係る

経費の縮減が図られて

いるか 

(11) 見積額 

地域との

連携、社

会貢献 

(12) 地元人材の雇用や

障がい者、高齢者の雇用

への取組に十分な配慮

がなされているか 

(13) ワークライフバラ

ンスの充実や男女共同

参画の推進に向けた取

組はなされているか 

(14) 再委託や物品調達

などについて市内の企

業等の積極的な活用に

充分な配慮がなされて

いるか 

(4)指 定 管 理

施設の管理を

安定して行う

物的能力及び

人的能力を有

していること 

業務実績 (15) 同種・同類の業務

実績があるか 

245 185 195 154.5 

実施体制 (16) 団体の運営体制の

安定性・継続性は確保で

きるか 

(17) 有資格者を含めて

人的配置は十分である

か 

(18) 危機管理体制、安

122

Administrator
テキストボックス
５



 

全対策は十分であるか 

(19) 指定管理者の帰責

事由による損害賠償等

のリスクに対応できる

か 

経営基盤 (20) 経 営 基 盤 ( 安 定

性・信頼性・透明性・公

平性)は十分であるか 

合   計 875 678 636 568.5 
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A B C D E F G

利用者の平等
な利用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が
図られているか

個人情報保
護対策

(2) 秘密保持、個人情報保護につ
いての措置が十分とられているか

施設の設置
目的の理解

(3) 施設の設置目的の理解がなさ
れているか。

管理運営理
念・方針

(4) 施設の性格や設置目的を踏ま
えた管理運営に対する理念や基本
的方針が示されているか

事業計画、
方針

(5) 事業運営に対する熱意や意欲
があるか

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

(7) サービス向上が見込める提案
がなされているか

(8) 施設の効用を発揮できる効果
的な提案であるか
(9) モニタリングに対する考え方
は適切であるか

事業収支計
画

(10) 収支計画が適正で施設の管理運営に
係る経費の縮減が図られているか

(11) 見積額

地域との連
携、社会貢
献

(12) 地元人材の雇用や障がい者、
高齢者の雇用への取組みに十分な
配慮がなされているか

(13) ワークライフバランスの充実
や男女共同参画の推進に向けた取
り組みはなされているか
(14) 再委託や物品調達などについ
て市内の企業等の積極的な活用に
充分な配慮がなされているか。

業務実績
(15) 同種・同類の業務実績がある
か

実施体制
(16) 団体の運営体制の安定性・継
続性は確保できるか
(17) 有資格者を含めて人的配置は
十分であるか
(18) 危機管理体制、安全対策は十
分であるか
(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・
透明性・公平性）は十分であるか

875 106 100 101 90 89 100.5 91.5 678

選　　　定　　　評　　　価　　　書 申請者 有限会社　きど葬祭

選定基準 審査項目 配点
委員

合計

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱い
を行われる恐れがないこと

70 10 8 8 7 7 8 8 56

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切
なものであること

70 8 8 8 8 7 8 7 54

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに
管理経費の縮減が図られるものであること

490 60 58

26 25 25

55 51 38360 50 49

合　　　計

26 29.5 25.5 185

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び
人的能力を有していること

245 28
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A B C D E F G

利用者の平等
な利用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が
図られているか

個人情報保
護対策

(2) 秘密保持、個人情報保護につ
いての措置が十分とられているか

施設の設置
目的の理解

(3) 施設の設置目的の理解がなさ
れているか。

管理運営理
念・方針

(4) 施設の性格や設置目的を踏ま
えた管理運営に対する理念や基本
的方針が示されているか

事業計画、
方針

(5) 事業運営に対する熱意や意欲
があるか

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

(7) サービス向上が見込める提案
がなされているか

(8) 施設の効用を発揮できる効果
的な提案であるか
(9) モニタリングに対する考え方
は適切であるか

事業収支計
画

(10) 収支計画が適正で施設の管理運営に
係る経費の縮減が図られているか

(11) 見積額

地域との連
携、社会貢
献

(12) 地元人材の雇用や障がい者、
高齢者の雇用への取組みに十分な
配慮がなされているか

(13) ワークライフバランスの充実
や男女共同参画の推進に向けた取
り組みはなされているか
(14) 再委託や物品調達などについ
て市内の企業等の積極的な活用に
充分な配慮がなされているか。

業務実績
(15) 同種・同類の業務実績がある
か

実施体制
(16) 団体の運営体制の安定性・継
続性は確保できるか
(17) 有資格者を含めて人的配置は
十分であるか
(18) 危機管理体制、安全対策は十
分であるか
(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・
透明性・公平性）は十分であるか

875 102 98.5 79.5 94 82 95 85 636

選　　　定　　　評　　　価　　　書 申請者 申請団体　A

選定基準 審査項目 配点
委員

合計

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱い
を行われる恐れがないこと

70 8 8 6 7 7 7 7 50

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切
なものであること

70 8 8 6 8 7 8 7 52

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに
管理経費の縮減が図られるものであること

490 54 51

31.5 23.5 27

51 42 33944 52 45

合　　　計

23 29 29 195

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び
人的能力を有していること

245 32

 3



A B C D E F G

利用者の平等
な利用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が
図られているか

個人情報保
護対策

(2) 秘密保持、個人情報保護につ
いての措置が十分とられている
か

施設の設置
目的の理解

(3) 施設の設置目的の理解がなさ
れているか。

管理運営理
念・方針

(4) 施設の性格や設置目的を踏ま
えた管理運営に対する理念や基
本的方針が示されているか

事業計画、
方針

(5) 事業運営に対する熱意や意欲
があるか

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

(7) サービス向上が見込める提案
がなされているか

(8) 施設の効用を発揮できる効果
的な提案であるか
(9) モニタリングに対する考え方
は適切であるか

事業収支計
画

(10) 収支計画が適正で施設の管理運営
に係る経費の縮減が図られているか

(11) 見積額

地域との連
携、社会貢
献

(12) 地元人材の雇用や障がい
者、高齢者の雇用への取組みに
十分な配慮がなされているか

(13) ワークライフバランスの充
実や男女共同参画の推進に向け
た取り組みはなされているか
(14) 再委託や物品調達などにつ
いて市内の企業等の積極的な活
用に充分な配慮がなされている
か。

業務実績
(15) 同種・同類の業務実績があ
るか

実施体制
(16) 団体の運営体制の安定性・
継続性は確保できるか
(17) 有資格者を含めて人的配置
は十分であるか
(18) 危機管理体制、安全対策は
十分であるか
(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼
性・透明性・公平性）は十分で

875 83.5 84 80.5 74.5 76 90.5 79.5 568.5

選　　　定　　　評　　　価　　　書 申請者 申請団体　B

選定基準 審査項目 配点
委員

合計

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱い
を行われる恐れがないこと

70 9 8 9 7 7 8 7 55

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切
なものであること

70 6 6 4 6 5 7 6 40

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに
管理経費の縮減が図られるものであること

490 48 47

23 24.5 19.5

52 43 31943 42 44

合　　　計

20 23.5 23.5 154.5

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び
人的能力を有していること

245 20.5
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市民文教委員会資料    平成29年2月3日

申請者

A B C D E F G

10 8 8 7 7 8 8 56 8

利用者の平等な利
用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が図ら
れているか

5 4 4 3 3 4 4 27 3.8

個人情報保護対策
(2) 秘密保持、個人情報保護について
の措置が十分とられているか

5 4 4 4 4 4 4 29 4.1

8 8 8 8 7 8 7 54 7.7

施設の設置目的の
理解

(3) 施設の設置目的の理解がなされて
いるか。

4 4 4 4 3 4 3 26 3.7

管理運営理念・方
針

(4) 施設の性格や設置目的を踏まえた
管理運営に対する理念や基本的方針
が示されているか

4 4 4 4 4 4 4 28 4

60 58 60 50 49 55 51 383 54.7

事業計画、方針 40 38 37 33 32 35 34 249 35.5

(5) 事業運営に対する熱意や意欲があ
るか 10 10 8 6 6 8 8 56 8

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

10 8 8 8 8 8 8 58 8.2

(7) サービス向上が見込める提案がな
されているか

8 8 8 8 8 8 8 56 8

(8) 施設の効用を発揮できる効果的な
提案であるか

8 8 8 8 6 8 6 52 7.4

(9) モニタリングに対する考え方は適
切であるか

4 4 5 3 4 3 4 27 3.8

事業収支計画 7 6 9 6 6 8 6 48 6.8

(10) 収支計画が適正で施設の管理運
営に係る経費の縮減が図られている
か

4 3 5 3 3 4 3 25 3.5

(11) 見積額 3 3 4 3 3 4 3 23 3.2

13 14 14 11 11 12 11 86 12.2

(12) 地元人材の雇用や障がい者、高
齢者の雇用への取組みに十分な配慮
がなされているか

5 5 5 3 3 4 4 29 4.1

(13) ワークライフバランスの充実や
男女共同参画の推進に向けた取り組
みはなされているか

4 5 5 4 4 4 4 30 4.2

(14) 再委託や物品調達などについて
市内の企業等の積極的な活用に充分
な配慮がなされているか。

4 4 4 4 4 4 3 27 3.8

28 26 25 25 26 29.5 25.5 185 26.4

業務実績 (15) 同種・同類の業務実績があるか 4 4 3 3 3 4 3 24 3.4

実施体制 18 14.5 16 16 17 18 15 114.5 16.3

(16) 団体の運営体制の安定性・継続
性は確保できるか

4 3 3 4 4 4 3 25 3.5

(17) 有資格者を含めて人的配置は十
分であるか

3 3 4 3 4 4 3 24 3.4

(18) 危機管理体制、安全対策は十分
であるか

6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 40.5 5.7

(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

5 4 3 3 3 4 3 25 3.5

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・透
明性・公平性）は十分であるか

6.0 7.5 6.0 6.0 6.0 7.5 7.5 46.5 6.6

106 100 101 90 89 100.5 91.5 678 97合　　　計

地域との連携、社会貢献

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有
していること

平均

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱いを行われる恐
れがないこと

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切なものである
こと

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮
減が図られるものであること

選　　　定　　　評　　　価　　　書 有限会社　きど葬祭

選定基準 審査項目
委員

合計

  1



申請者

A B C D E F G

8 8 6 7 7 7 7 50 7.1

利用者の平等な利
用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が図ら
れているか

5 4 3 3 4 3 3 25 3.5

個人情報保護対策
(2) 秘密保持、個人情報保護について
の措置が十分とられているか

3 4 3 4 3 4 4 25 3.5

8 8 6 8 7 8 7 52 7.4

施設の設置目的の
理解

(3) 施設の設置目的の理解がなされて
いるか。

4 4 3 4 4 4 3 26 3.7

管理運営理念・方
針

(4) 施設の性格や設置目的を踏まえた
管理運営に対する理念や基本的方針
が示されているか

4 4 3 4 3 4 4 26 3.7

54 51 44 52 45 51 42 339 48.4

事業計画、方針 33 33 27 35 28 33 27 216 30.8

(5) 事業運営に対する熱意や意欲があ
るか 10 10 6 8 8 8 6 56 8

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

6 8 6 8 6 8 6 48 6.8

(7) サービス向上が見込める提案がな
されているか

6 6 6 8 6 8 6 46 6.5

(8) 施設の効用を発揮できる効果的な
提案であるか

8 6 6 8 6 6 6 46 6.5

(9) モニタリングに対する考え方は適
切であるか

3 3 3 3 2 3 3 20 2.8

事業収支計画 8 6 7 6 7 7 6 47 6.7

(10) 収支計画が適正で施設の管理運
営に係る経費の縮減が図られている
か

4 3 3 3 4 3 3 23 3.2

(11) 見積額 4 3 4 3 3 4 3 24 3.4

13 12 10 11 10 11 9 76 10.8

(12) 地元人材の雇用や障がい者、高
齢者の雇用への取組みに十分な配慮
がなされているか

5 4 3 4 3 4 3 26 3.7

(13) ワークライフバランスの充実や
男女共同参画の推進に向けた取り組
みはなされているか

4 4 3 3 3 3 3 23 3.2

(14) 再委託や物品調達などについて
市内の企業等の積極的な活用に充分
な配慮がなされているか。

4 4 4 4 4 4 3 27 3.8

32 31.5 23.5 27 23 29 29 195 27.8

業務実績 (15) 同種・同類の業務実績があるか 5 5 3 5 4 5 5 32 4.5

実施体制 21 20.5 14.5 16 14.5 18 18 122.5 17.5

(16) 団体の運営体制の安定性・継続
性は確保できるか

5 4 3 4 4 4 4 28 4

(17) 有資格者を含めて人的配置は十
分であるか

5 5 4 3 3 4 4 28 4

(18) 危機管理体制、安全対策は十分
であるか

6.0 7.5 4.5 6.0 4.5 6.0 6.0 40.5 5.7

(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

5 4 3 3 3 4 4 26 3.7

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・透
明性・公平性）は十分であるか

6.0 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 40.5 5.7

102 98.5 79.5 94 82 95 85 636 91合　　　計

地域との連携、社会貢献

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有
していること

平均

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱いを行われる恐
れがないこと

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切なものである
こと

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮
減が図られるものであること

選　　　定　　　評　　　価　　　書 申請団体　Ａ

選定基準 審査項目
委員

合計
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申請者

A B C D E F G

9 8 9 7 7 8 7 55 7.8

利用者の平等な利
用の確保

(1) 利用者の平等な利用の確保が図ら
れているか

4 4 4 3 3 4 3 25 3.5

個人情報保護対策
(2) 秘密保持、個人情報保護について
の措置が十分とられているか

5 4 5 4 4 4 4 30 4.2

6 6 4 6 5 7 6 40 5.7

施設の設置目的の
理解

(3) 施設の設置目的の理解がなされて
いるか。

3 3 2 3 2 3 3 19 2.7

管理運営理念・方
針

(4) 施設の性格や設置目的を踏まえた
管理運営に対する理念や基本的方針
が示されているか

3 3 2 3 3 4 3 21 3

48 47 43 42 44 52 43 319 45.5

事業計画、方針 32 30 27 27 31 35 28 210 30

(5) 事業運営に対する熱意や意欲があ
るか 6 6 6 6 6 8 6 44 6.2

(6) 利用者の意見を取り入れる仕組
み、苦情・要望等を受けたときの対
応方法・連絡体制が明確であるか

10 8 6 6 8 8 6 52 7.4

(7) サービス向上が見込める提案がな
されているか

6 6 6 6 8 8 6 46 6.5

(8) 施設の効用を発揮できる効果的な
提案であるか

6 6 6 6 6 8 6 44 6.2

(9) モニタリングに対する考え方は適
切であるか

4 4 3 3 3 3 4 24 3.4

事業収支計画 6 6 6 6 6 6 6 42 6

(10) 収支計画が適正で施設の管理運
営に係る経費の縮減が図られている
か

3 3 3 3 3 3 3 21 3

(11) 見積額 3 3 3 3 3 3 3 21 3

10 11 10 9 7 11 9 67 9.5

(12) 地元人材の雇用や障がい者、高
齢者の雇用への取組みに十分な配慮
がなされているか

4 4 4 3 3 4 3 25 3.5

(13) ワークライフバランスの充実や
男女共同参画の推進に向けた取り組
みはなされているか

3 4 3 3 2 4 3 22 3.1

(14) 再委託や物品調達などについて
市内の企業等の積極的な活用に充分
な配慮がなされているか。

3 3 3 3 2 3 3 20 2.8

21 23 24.5 19.5 20 23.5 23.5 154.5 22

業務実績 (15) 同種・同類の業務実績があるか 3 4 3 3 3 3 3 22 3.1

実施体制 13 14.5 17 13.5 12.5 16 16 102.5 14.6

(16) 団体の運営体制の安定性・継続
性は確保できるか

4 3 3 3 3 3 3 22 3.1

(17) 有資格者を含めて人的配置は十
分であるか

2 3 4 3 2 3 3 20 2.8

(18) 危機管理体制、安全対策は十分
であるか

3.0 4.5 6.0 4.5 4.5 6.0 6.0 34.5 4.9

(19) 指定管理者の帰責事由による損
害賠償等のリスクに対応できるか

4 4 4 3 3 4 4 26 3.7

経営基盤
(20) 経営基盤（安定性・信頼性・透
明性・公平性）は十分であるか

4.5 4.5 4.5 3.0 4.5 4.5 4.5 30.0 4.2

83.5 84 80.5 74.5 76 90.5 79.5 568.5 81合　　　計

地域との連携、社会貢献

(4)    指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有
していること

平均

(1)    指定管理施設の利用に関し不当な差別的取り扱いを行われる恐
れがないこと

(2)    事業計画が指定管理施設の設置目的に即した適切なものである
こと

(3)    指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮
減が図られるものであること

選　　　定　　　評　　　価　　　書 申請団体　Ｂ

選定基準 審査項目
委員

合計
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